松前町農地利用最適化推進委員募集要項

松前町農業委員会では、農業委員会等に関する法律に基づき、次期農地利用最適化推進委員を募集します。

１　募集人数
10人 
担当区域は次の表のとおりです。
	区域番号
	区域の範囲

	１
	南黒田、北黒田

	２
	宗意原、新立、本村、筒井

	３
	徳丸

	４
	中川原

	５
	出作、神崎

	６
	鶴吉、横田

	７
	大溝、永田、東古泉

	８
	大間、上高柳

	９
	恵久美、昌農内、西高柳

	10
	西古泉、塩屋、北川原


２　身分　
松前町の特別職の非常勤職員
３　任期
　委嘱日から令和11年７月19日（委嘱予定日は、令和８年７月21日）
４　報酬
　　月額10,200円
５　主な職務内容
　　担当地域での農地利用最適化活動等
６　推薦を受ける者及び応募する者の資格
農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、担当する区域において、農地等の利用の最適化の推進のための活動ができ、農業委員会の求めに応じ農業委員会の掌握に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。 
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受ける
ことがなくなるまでの者
７　受付期間
　　令和８年３月２日（月）から令和８年３月27日（金）まで
※持参する場合は、８時30分から17時15分の間に提出してください。
※土日祝日は除く。郵送による提出も可能です（必着）。
８　推薦及び応募の方法 
農業委員推薦・応募書に必要事項を記入及び押印のうえ松前町農業委員会事務局まで提出してください。
なお、提出された推薦・応募書は、返却いたしませんので御了承ください。 
(1) 推薦・応募書様式
推薦・応募書は、農業委員会の窓口に備えるほか、松前町のホームページからダウンロードできます。
(2) 書類の提出先及び問合せ先
松前町農業委員会事務局　
〒791-3192伊予郡松前町大字筒井631番地
電話　089-985-4131（直通）
９　その他
推薦及び応募に要する費用はすべて申込者の負担となります。
